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概　要



１．各「基本原則」及び「遵守原則」の遵守状況の説明

基本原則「１．自律性の確保」

遵守状況

遵守原則１−１　教育研究目的の明確化、理解の獲得

遵守状況

エクスプレインの種類

基本原則の遵守方法に

係る説明

「遵守」

「基本原則」及び「遵守原則」の遵守状況（取組状況）の詳細等

基本原則「１.自律性の確保」について、下位の遵守原則１−１

は「遵守」（別の方策で遵守できている）となっている。次項の

「遵守原則の遵守方法に係る説明」に記載の通り、基本原則１の

趣旨に鑑みて、当法人は自律性の確保ができていると判断し、

「遵守」とする。

遵守原則の遵守方法に

係る説明 2010～20年度の第1次中長期計画を踏まえ、2021～30年度までの

新たな中長期計画（第2次）を策定した。2018年度に「中長期計

画検討委員会」が理事会により設置され、策定方針に基づき教職

員を中心に着手した。2019年度には草案を公開し、学内外から

意見を募集して計画に反映した後、教学面と経営面を包括した計

画を2020年度に公表した。実行に際しては、策定管理者と執行

管理者、推進部署と推進担当者を定め、年2回の進捗管理を行

い、事業報告書やウェブサイト等で取組状況等を公表している。

また、社会環境の変化に対応すべく、法人の中長期計画を検討す

る総合戦略会議（策定管理者と執行管理者が構成員に含まれる）

にて、計画の見直しや追加等を行う体制としている。

これらの取り組みにより、遵守原則１−１を遵守している。

「遵守」

一部もしくは全ての重点事項について、別の方策によって達成できている



基本原則「２．公共性の確保」

遵守状況

遵守原則２−１　有益な人材の育成

遵守状況

エクスプレインの種類

遵守原則２−２　社会への貢献

遵守状況

エクスプレインの種類

基本原則の遵守方法に

係る説明

遵守原則の遵守方法に

係る説明
「内部質保証推進委員会」を設置し、３つの方針（卒業認定・学

位授与方針、教育課程の編成・実施方針及び学生の受け入れ方

針）を踏まえ、教育の企画・設計から運用、検証及び改善・向上

のためのＰＤＣＡサイクルを明確にし、円滑に機能させることに

努めている。学習成果については、アセスメント・ポリシーに基

づく測定・検証を行い、改善・向上を図り、教育の企画・設計に

反映する仕組みとしている。また、同委員会にて、IR室による調

査等の分析結果を共有し、教育活動の改善に資する情報提供を

行っている。その他、本学の自己点検・評価活動の客観性、公平

性を担保し、教育・研究事業全般の改善・改革に資する実質的な

外部評価を実施することを目的に、外部有識者からなる外部評価

委員会を年１回実施している。

これらの取り組みにより、遵守原則２−１を遵守している。

「遵守」

遵守原則の遵守方法に

係る説明
教育・研究活動を通して得られた知的な創作活動により、地域社

会、国と地方公共団体、産業界、そして国際社会の発展に寄与す

ることを目的に「社会連携ポリシー」を制定している。同ポリ

シーの推進にあたって「地域・産学連携センター」を設置し、行

政や産業界、教育機関等と連携し、社会に貢献する仕組みを整え

ている。八王子市と包括連携協定を締結しており、まちづくり八

王子、地方創生ワークショップ等の八王子市との連携によるプロ

グラムの実施、緊急時の防災協定を締結している。また、24の道

府県・市との就職協定による連携をしている。その他、大学主催

の一般市民向けの公開講座や自治体等が主催する講座への講師派

遣、民間企業との共同研究契約による研究開発に取り組んでい

る。

これらの取り組みにより、遵守原則２−２を遵守している。

一部もしくは全ての重点事項について、別の方策によって達成できている

一部もしくは全ての重点事項について、別の方策によって達成できている

「遵守」

「遵守」

基本原則「２.公共性の確保」について、下位の遵守原則２−

１、２−２は「遵守」（別の方策で遵守できている）となってい

る。遵守原則２−１、２−２の「遵守原則の遵守方法に係る説

明」に記載の通り、基本原則「２.公共性の確保」の趣旨に鑑み

て、当法人は公共性の確保ができていると判断し、「遵守」とす

る。



遵守原則の遵守方法に

係る説明
教育・研究活動を通して得られた知的な創作活動により、地域社

会、国と地方公共団体、産業界、そして国際社会の発展に寄与す

ることを目的に「社会連携ポリシー」を制定している。同ポリ

シーの推進にあたって「地域・産学連携センター」を設置し、行

政や産業界、教育機関等と連携し、社会に貢献する仕組みを整え

ている。八王子市と包括連携協定を締結しており、まちづくり八

王子、地方創生ワークショップ等の八王子市との連携によるプロ

グラムの実施、緊急時の防災協定を締結している。また、24の道

府県・市との就職協定による連携をしている。その他、大学主催

の一般市民向けの公開講座や自治体等が主催する講座への講師派

遣、民間企業との共同研究契約による研究開発に取り組んでい

る。

これらの取り組みにより、遵守原則２−２を遵守している。



基本原則「３．信頼性・透明性の確保」

遵守状況

遵守原則３−１　法令の遵守、社会貢献

遵守状況

エクスプレインの種類

遵守原則３−２　理事会による執行、監督機能の実質化、不正防止制度整備　

遵守状況

エクスプレインの種類

基本原則の遵守方法に

係る説明 基本原則「３.信頼性・透明性の確保」について、下位の遵守原

則３−１、３−２は「遵守」（別の方策で遵守できている）、遵

守原則３−３は「遵守」（コードの記載通りの方策により遵守し

ている）となっている。遵守原則３−１、３−２、３−３の「遵

守原則の遵守方法に係る説明」に記載の通り、基本原則「３.信

頼性・透明性の確保」の趣旨に鑑みて、当法人は信頼性・透明性

の確保ができていると判断し、「遵守」とする。

遵守原則の遵守方法に

係る説明

「監事監査規程」に基づき、監事が監査計画や監査報告書の作成

を行っている。監査報告書は理事会及び評議員会で監事より実施

状況とその結果を報告し、助言・勧告等を行っている。監事は理

事会や評議員会への出席を定例化し、常任理事会や予算委員会、

資産運用会議などにも出席し、積極的に意見が陳述できる仕組み

を構築している。また、監事・会計監査人・内部監査室による三

様監査も毎年11月～12月頃に開催し、監査機能の向上、監事機

能の実質化に取り組んでいる。その他、2025年度からの改正私

立学校法に則り、会計監査人の選定においては、監事の意見を踏

まえて行う。

これらの取り組みにより、遵守原則３−１を遵守している。

遵守原則の遵守方法に

係る説明 理事会による理事の職務の執行監督機能の実質化を図るため、寄

附行為に基づいて理事会を運営するほか、執行にあたっては教

育、研究、国際、財務など分野別に責任者の権限と責任を明確に

している。毎年度夏には理事会・評議員会集中討議を開催し、将

来起こりうるリスクへの対応など長期的視点での諸課題を協議し

た。また、複数の法律事務所と契約を結び、指導助言を受ける体

制を整えている。不正防止の観点ではコンプライアンス推進室を

設置し、コンプライアンス教育・啓発活動の推進、研究費の不正

使用防止計画の策定や、研究費における物品調達・旅費・非常勤

雇用者の勤務実態・謝金などのモニタリングを実施し、恒常的に

内部チェック機能および強化に努めている。その他、2025年度

からの改正私立学校法施行にあわせて、公益通報に関する規程、

個人情報保護に関する規程等を含めた内部統制システムの整備と

公開への準備を進めている。

これらの取り組みにより、遵守原則３−２を遵守している。

「遵守」

「遵守」

「遵守」

一部もしくは全ての重点事項について、別の方策によって達成できている

一部もしくは全ての重点事項について、別の方策によって達成できている



遵守原則３−３　積極的な情報公開

遵守状況

エクスプレインの種類

遵守原則の遵守方法に

係る説明 法人の活動に関する社会的説明責任を果たし、公正かつ透明性の

高い運営を実現し、教育研究の質の向上に資することを目的に

「情報公開規程」を制定している。法令に定められた開示すべき

情報の収集・公開を行う体制を構築し、教育情報として中長期計

画や学長ビジョンの年間総括、財務情報として事業計画や事業報

告書などを公開している。また、ウェブサイト上での利便性向上

を図るため、「情報公開」のカテゴリーを設けている。

これらの取り組みにより、遵守原則３−３を遵守している。

遵守原則の遵守方法に

係る説明 理事会による理事の職務の執行監督機能の実質化を図るため、寄

附行為に基づいて理事会を運営するほか、執行にあたっては教

育、研究、国際、財務など分野別に責任者の権限と責任を明確に

している。毎年度夏には理事会・評議員会集中討議を開催し、将

来起こりうるリスクへの対応など長期的視点での諸課題を協議し

た。また、複数の法律事務所と契約を結び、指導助言を受ける体

制を整えている。不正防止の観点ではコンプライアンス推進室を

設置し、コンプライアンス教育・啓発活動の推進、研究費の不正

使用防止計画の策定や、研究費における物品調達・旅費・非常勤

雇用者の勤務実態・謝金などのモニタリングを実施し、恒常的に

内部チェック機能および強化に努めている。その他、2025年度

からの改正私立学校法施行にあわせて、公益通報に関する規程、

個人情報保護に関する規程等を含めた内部統制システムの整備と

公開への準備を進めている。

これらの取り組みにより、遵守原則３−２を遵守している。

「遵守」

コードの記載通りの方策により遵守している



基本原則「４．継続性の確保」

遵守状況

遵守原則４−１　大学運営に係る諸制度の実質化、自律的な大学運営

遵守状況

エクスプレインの種類

遵守原則４−２　財政基盤の安定化、経営基盤の強化

遵守状況

エクスプレインの種類 一部もしくは全ての重点事項について、別の方策によって達成できている

基本原則の遵守方法に

係る説明

基本原則「４．継続性の確保」について、下位の遵守原則４−

１、４−２は「遵守」（別の方策で遵守できている）となってい

る。遵守原則４−１、４−２の「遵守原則の遵守方法に係る説

明」に記載の通り、基本原則「４．継続性の確保」の趣旨に鑑み

て、当法人は継続性の確保ができていると判断し、「遵守」とす

る。

遵守原則の遵守方法に

係る説明
本学の寄附行為に基づき、理事会において所定の重要事項が審議

され、評議員会への諮問を行っている。さらに法人業務を円滑に

処理し、事業の迅速な推進のため、常任理事会を設置し、日常の

業務は常任理事会で決定している。常任理事会の審議内容は直近

の理事会に報告し、承認を得ている。社会環境の変化に対して迅

速かつ的確に意思決定できるよう、毎年度夏には、理事会・評議

員会集中討議を開催し、法人の中長期計画における重要課題につ

いて審議の場を設けている。また、理事会・評議員会では外部人

材を積極的に登用している。理事については学内者と学外者を同

人数としているほか、教育、研究、国際、ダイバーシティ、地

域・産学連携、高大接続連携、財務など分野別責任者を明確にし

ている。2025年度施行の改正私立学校法に則り、理事・評議員

の選任方法や定数見直し、議決事項等の検討を進めている。

なお、教学と法人が「総合戦略会議」において同一のテーブルに

つき、中長期計画、及び年次の推進状況を検討している。その

他、経営情報を正確かつ迅速に教職員等に伝達するためのクラウ

ドサービスBoxなどを活用している。

これらの取り組みにより、遵守原則４−１を遵守している。

財政面においては収入の多様化等によって財政基盤の安定化及び

強化を図るため、寄付募集を行う専門部署として校友課を設置

し、周年寄付やグローバル事業を推進する寄付、スポーツ振興寄

付など目的を明確にした寄付事業を実施している。資産の有効活

用にあたっては、「資産運用及び管理規程」等に基づき、資産運

用会議を中心に検討する体制を整備している。その他、研究推進

センターが中心となり、教員の外部資金獲得を支援している。危

機管理体制については、「危機管理委員会」を中心に危機管理ガ

イドラインに基づき対策を講じている。情報セキュリティについ

てはCISO、CSIRTの体制を定め、「情報セキュリティポリ

シー」、「情報セキュリティガイドラン」、「情報セキュリティ

体制に関する規程」に基づき、日々変化する状況への対応にあ

たっている。ハラスメント防止については「キャンパスハラスメ

ントの防止及び対策に関する規程」を定め、適切に相談と処置が

できる体制を整えている。

これらの取り組みにより、遵守原則４−２を遵守している。

遵守原則の遵守方法に

係る説明

「遵守」

「遵守」

一部もしくは全ての重点事項について、別の方策によって達成できている

「遵守」



財政面においては収入の多様化等によって財政基盤の安定化及び

強化を図るため、寄付募集を行う専門部署として校友課を設置

し、周年寄付やグローバル事業を推進する寄付、スポーツ振興寄

付など目的を明確にした寄付事業を実施している。資産の有効活

用にあたっては、「資産運用及び管理規程」等に基づき、資産運

用会議を中心に検討する体制を整備している。その他、研究推進

センターが中心となり、教員の外部資金獲得を支援している。危

機管理体制については、「危機管理委員会」を中心に危機管理ガ

イドラインに基づき対策を講じている。情報セキュリティについ

てはCISO、CSIRTの体制を定め、「情報セキュリティポリ

シー」、「情報セキュリティガイドラン」、「情報セキュリティ

体制に関する規程」に基づき、日々変化する状況への対応にあ

たっている。ハラスメント防止については「キャンパスハラスメ

ントの防止及び対策に関する規程」を定め、適切に相談と処置が

できる体制を整えている。

これらの取り組みにより、遵守原則４−２を遵守している。

遵守原則の遵守方法に

係る説明


